
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
未露光感光材料上に、拡散板を記録し回折格子として作用するマスターホログラムを重ね
合わせ、前記重ね合わせた上面に、複数のレンズと、鏡と、２台のガルバノメータースキ
ャナーとで構成される光学系によりレーザービームを入射させ、前記入射したレーザービ
ームは、マスターホログラム面で回折光と透過光に分光し、前記未露光感光材料の面に、
干渉縞を記録することを特徴とするホログラムの作製装置を用いたホログラムの作製方法
において、前記レーザービームが感光材料の感光面で焦点を結び、レーザービームによる
露光量を変化させることにより連続的に線幅の異なるホログラムを作製することを特徴と
するホログラムの作製方法。
【請求項２】
未露光感光材料上に、拡散板を記録し回折格子として作用するマスターホログラムを重ね
合わせ、前記重ね合わせた上面に、複数のレンズと、鏡と、２台のガルバノメータースキ
ャナーとで構成される光学系によりレーザービームを入射させ、前記入射したレーザービ
ームは、マスターホログラム面で回折光と透過光に分光し、前記未露光感光材料の面に、
干渉縞を記録することを特徴とするホログラムの作製装置を用いたホログラムの作製方法
において、前記レーザービームが感光材料の感光面で焦点を結び、レーザービームによる
露光量を変化させることにより線幅を変化させたホログラムを作製することを特徴とする
ホログラムの作製方法。
【請求項３】
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前記ホログラムの作製装置において、未露光感光材料とマスターホログラムの重ね合わせ
方を反対にすることにより、干渉縞の方向が異なって記録されるようにして、レーザービ
ームが感光材料の感光面で焦点を結び、レーザービームによる露光量を変化させることに
よりホログラムを作製することを特徴とする前記請求項１または２記載のホログラムの作
製方法。
【請求項４】
前記ホログラムの作製装置において、１枚の未露光感光材料に対し、回折方向の異なるマ
スターホログラムを複数枚用いることにより、多方向に回折するホログラムを作製するよ
うにして、レーザービームが感光材料の感光面で焦点を結び、レーザービームによる露光
量を変化させることによりホログラムを作製することを特徴とする前記請求項１または２
記載のホログラムの作製方法。
【請求項５】
前記ホログラムの作製装置において、ガルバノメータースキャナをコンピュータ制御する
ことにより、シャッターを用いることなく任意の位置に干渉縞を記録することを特徴とす
る前記請求項１、２、３または４記載のホログラムの作製方法。
【請求項６】
前記ホログラムの作製装置において、ガルバノメータースキャナによるレーザービームの
走査速度を変化させることにより、レーザービームによる露光量を変化させることを特徴
とする前記請求項１、２、３または４記載のホログラムの作製方法。
【請求項７】
前記ホログラムの作製装置において、レーザーの電源電流を制御することにより、レーザ
ービームによる露光量を変化させることを特徴とする前記請求項１、２、３または４記載
のホログラムの作製方法。
【請求項８】
前記ホログラムの作製装置において、偏光フィルムを光学系に挿入することにより、レー
ザービームによる露光量を変化させることを特徴とする前記請求項１、２、３または４記
載のホログラムの作製方法。
【請求項９】
前記ホログラムの作製装置において、マイクロミラーを光学系に挿入することにより、レ
ーザービームによる露光量を変化させることを特徴とする前記請求項１、２、３または４
記載のホログラムの作製方法。
【請求項１０】
前記ホログラムの作製装置において、機械的絞り装置を光学系に挿入することにより、レ
ーザービームによる露光量を変化させることを特徴とする前記請求項１、２、３または４
記載のホログラムの作製方法。
【請求項１１】
前記ホログラムの作製装置において、ＬＣＤを光学系に挿入することにより、レーザービ
ームによる露光量を変化させることを特徴とする前記請求項１、２、３または４記載のホ
ログラムを作製する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータで作成した画像やスキャナ等でコンピュータに入力した画像を空
間光変調素子やシャッターを用いることなく、マスターホログラムと未露光感光材料を重
ねた上にレンズ、鏡、ガルバノメータースキャナーで構成された光路を通ったレーザービ
ームにより直接露光を行う装置により、極めて短時間な露光が可能で、特に振動の影響を
受けにくく、極めて微細な線幅を有するホログラム画線を作製することが可能となるホロ
グラムの作製方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】

10

20

30

40

50

(2) JP 3673959 B2 2005.7.20



従来から、ホログラムを作製する方法の一つとして計算機を用いて自動的に立体的な画像
のホログラムを作製する方法が提案されている。この方法は、特開昭６３－１３１１６７
号公報、特開平２－２５９６８４号公報、特開平２－２５９６８５号公報、特開平５－３
５１７１号公報、特開平６－５９６１３号公報、特開平６－５９６１４号公報などで周知
されている。しかし、例えば、前記特開平５－３５１７１号公報には、「感光材料をＸ－
Ｙステージに載置し、画像データに従ってその対応する位置に前記Ｘ－Ｙステージを順次
移動させながらレーザービームを入射させる」、また、特開平６－５９６１３号公報には
、「マスターホログラムの上に、各セルが前記各要素ホログラムに対応した空間光変調素
子を配置して、当該空間光変調素子により視差画像データに従ってその対応位置の透過光
の強弱を制御し、前記空間光変調素子の面からレーザー光を入射させて、透過型のホログ
ラムを作製する」と記載されているように、これらの方法ではホログラムの作製に時間が
かかるばかりでなく、安定したホログラムを作製できないという問題があり、改善が図ら
れてきたが完全には解決されていなかった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、従来のホログラムの作製方法においては、ホログラムの作製に時間がかか
り、安定したホログラムを作製することができなかった。さらに従来のホログラムの作製
方法は、ドットを画素としてホログラムを作製するために、連続的に線幅の変化するホロ
グラムまたは線毎に線幅を変化させたホログラムの作製は困難であった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、未露光感光材料上に、拡散板を記録し回折格子として作用す
るマスターホログラムを重ね合わせ、前記重ね合わせた上面に、複数のレンズと、鏡と、
２台のガルバノメータースキャナーとで構成される光学系によりレーザービームを入射さ
せ、前記入射したレーザービームは、マスターホログラム面で回折光と透過光に分光し、
前記未露光感光材料の面に、干渉縞を記録することを特徴とするホログラムの作製装置を
用いたホログラムの作製方法において、前記レーザービームが感光材料の感光面で焦点を
結び、レーザービームによる露光量を変化させることにより連続的に線幅の異なるホログ
ラム、または、線幅を変化させたホログラムを作製するホログラムの作製方法である。
【０００５】
また、前記ホログラムの作製装置において、未露光感光材料とマスターホログラムの重ね
方を反対にすることにより干渉縞の方向が異なって記録されるようにし、レーザービーム
が感光材料の感光面で焦点を結び、レーザービームによる露光量を変化させることにより
連続的に線幅の異なるホログラム、または、線幅を変化させたホログラムを作製するホロ
グラムの作製方法である。
【０００６】
さらに、前記ホログラムの作製装置において、１枚の未露光感光材料に対し、回折方向の
異なるマスターホログラムを複数枚用いることにより、多方向に回折するホログラムを作
製するようにして、レーザービームが感光材料の感光面で焦点を結び、レーザービームに
よる露光量を変化させることにより連続的に線幅の異なるホログラム、または、線幅を変
化させたホログラムを作製するホログラムの作製方法である。
【０００７】
さらに、前記ホログラムの作製装置において、ガルバノメータースキャナをコンピュータ
ー制御することにより、シャッターを用いることなく任意の位置に干渉縞を記録するホロ
グラムを作製するホログラムの作製方法である。
【０００８】
さらに、前記ホログラムの作製装置において、ガルバノメータースキャナによるレーザー
ビームの走査速度の変化、レーザーの電源電流の制御、偏光フィルムを光学系に挿入、マ
イクロミラーを光学系に挿入、機械的絞り装置を光学系に挿入またはＬＣＤを光学系に挿
入することにより、レーザービームによる露光量を変化させることによってホログラムを
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作製するホログラムの作製方法である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明は、図１に示す干渉縞記録装置により、レーザービームが感光材料の感光面で焦点
を結び、レーザービームによる露光量を変化させることにより連続的に線幅の異なるホロ
グラム、または、線幅を変化させたホログラムを作製した。
【００１０】
【実施例】
以下、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。ここでは透過型ホログラ
ムの作製方法について説明する。
【００１１】
（実施例１）図１は、本発明のホログラムを作製するホログラム作製装置の概略図である
。まず、図１の感光材料（１）上に拡散板を記録したマスターホログラム（２）を重ね、
複数のレンズ（４）、（５）と、ミラー（図示せず）と、２台のガルバノメータースキャ
ナ（６）、（７）を用い、図示しない別のガルバノメータースキャナのドライバにより、
レーザービームを走査させて露光を行う。ここで用いるガルバノメータースキャナは、軸
に取り付けられたミラーを回転方向に振動させることで、レーザービームを１次元空間に
走査させることができる。また、このガルバノメータースキャナを２台直角に配置して用
いることにより、レーザービームを２次元空間に走査することができる。
【００１２】
図２は、マスターホログラムにレーザービームが入射した時の様子を模式的に示した説明
図であり、マスターホログラム（１０）と感光材料（９）の間隔が開いているが、これは
説明のためであり実際には密着した状態になっている。入射したレーザービーム（１１）
はマスターホログラム（１０）により透過光（１２）及び回折光（１３）に分光する。マ
スターホログラム（１０）直下ではそれらのレーザービームが重なっており（１４）、そ
こに感光材料を置くことにより干渉縞を記録できる。その結果、マスターホログラムの複
写体が形成される。また、ここで、感光材料（９）の感光材料塗布面で、レンズ（４）、
（５）によりレーザービームの焦点を結ぶようにすることで、焦点位置のスポット径の幅
を持つ微細な画線が作製される。このホログラム作製装置において、露光量を変化させる
ことで、図３に示すような、１本の画線の線幅が連続的に変化するホログラム（１５）や
、線幅の異なる画線のホログラム（１６）、（１７）が作製できる。
【００１３】
（実施例２）次に、レーザービームの露光量を変化させてホログラムを作製する方法を詳
述する。本実施例における、それぞれの露光量を変化させる素子の光学系中での位置は一
例であり、他の部位でも同様の効果が得られる。
【００１４】
まず、図１に示すように、レーザービームの光量を一定にし、ガルバノメータースキャナ
（６）、（７）の走査速度を変化させる。レーザービームの断面はガウス分布状に光量が
変化しているため、中心が最も光量が多く、外側になるにつれて少なくなる。そのため、
ガルバノメータースキャナの走査速度が速い時は、レーザービームの中心付近のみ露光さ
れることになる。また、ガルバノメータースキャナの走査速度が遅い時は、レーザービー
ムの外側も適正露光量となり露光される。このガルバノメータースキャナの走査速度を画
線毎に変化させると、線幅の異なる画線のホログラムを作製することができ、また、ガル
バノメータースキャナの走査速度を画線の露光中に変化させると、１本の画線中に線幅が
連続的に変化するホログラムを作製することができる。
【００１５】
他の方法としては、図１に示すように、ガルバノメータースキャナの走査速度を一定にし
、レーザーの電源電流（３）を制御することによりレーザービームの光量を変化させる。
レーザービームの断面はガウス分布状に光量が変化しているため、中心が最も光量が多く
、外側になるにつれて少なくなる。そのため、全体の光量が少ない時は、レーザーヒーム
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の中心付近のみ露光されることになる。また、全体の光量が多い時は、レーザービームの
外側も適正露光量となり露光される。このレーザーの電源電流を画線毎に変化させると、
線幅の異なる画線のホログラムを作製することができ、また、レーザーの電源電流を画線
の露光中に変化させると、１本の画線中に線幅が連続的に変化するホログラムを作製する
ことができる。
【００１６】
他の方法としては、図４に示すように、レーザービームの光量及びガルバノメータースキ
ャナの走査速度を一定にした上で、光学系に偏光フィルム（２１）を挿入し回転させ光量
を変化させる。レーザービームの断面はガウス分布状に光量が変化しているため、中心が
最も光量が多く、外側になるにつれて少なくなる。そのため、偏光フィルムにより光量が
少ない時は、レーザービームの中心付近のみ露光されることになる。また、偏光フィルム
により光量が多い時は、レーザービームの外側も適正露光量となり露光される。この偏光
フィルムの回転による光量の変化を画線毎に変化させると、線幅の異なる画線のホログラ
ムを作製することができ、また、偏光フィルムの回転による光量の変化を画線の露光中に
変化させると、１本の画線中に線幅が連続的に変化するホログラムを作製することができ
る。
【００１７】
他の方法としては、図５に示すように、レーザービームの光量及びガルバノメータースキ
ャナの走査速度を一定にした上で、光学系にマイクロミラー（３１）を挿入し制御させ、
レーザービーム径を変化させる。このマイクロミラーの制御によるレーザービーム径の変
化を画線毎に変化させると、線幅の異なる画線のホログラムを作製することができ、また
、マイクロミラーの制御によるレーザービーム径の変化を画線の露光中に変化させると、
１本の画線中に線幅が連続的に変化するホログラムを作製することができる。
【００１８】
他の方法としては、図６に示すように、レーザービームの光量及びガルバノメータースキ
ャナの走査速度を一定にした上で、光学系に機械的絞り装置（４０）を挿入し制御させレ
ーザービーム径を変化させる。この機械的絞り装置の制御によるレーザービーム径の変化
を画線毎に変化させると、線幅の異なる画線のホログラムを作製することができ、また、
機械的絞り装置の制御によるレーザービーム径の変化を画線の露光中に変化させると、１
本の画線毎に線幅が連続的に変化するホログラムを作製することができる。
【００１９】
他の方法としては、図６に示すように、レーザービームの光量及びガルバノメータースキ
ャナの走査速度を一定にした上で、光学系にＬＣＤ（４１）を挿入し制御させレーザービ
ーム径を変化させる。このＬＣＤの制御によるレーザービーム径の変化を画線毎に変化さ
せると、線幅の異なる画線のホログラムを作製することができ、また、ＬＣＤの制御によ
るレーザービーム径の変化を画線の露光中に変化させると、１本の画線毎に線幅が連続的
に変化するホログラムを作製することができる。
【００２０】
前記レーザービームとガルバノメータースキャナの両方を制御してホログラムを作製する
方法において、レーザービームの光量及びガルバノメータースキャナの走査速度を一定に
しているが、レーザービームの光量及びガルバノメータースキャナの走査速度を変化させ
ても同様に作製することができる。
【００２１】
（実施例３）前記実施例の露光量の変化を伴う光学系において、図７に示すように、回折
方向の異なるマスターホログラム（４８）、（４９）、（５０）を用い、図８に示すよう
に、前記回折方向の異なるマスターホログラムに対して、それぞれ異なる模様Ａ、Ｂ、Ｃ
を露光することにより、１枚の感光材料（５２）に３方向に回折するホログラムが記録さ
れる。前記記録された感光材料（６４）は、図９に示すように、観察者（６３）の位置に
より見える模様が異なる。
【００２２】
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このようにして、回折方向の異なるそれぞれのマスターホログラムに対し、異なる模様の
ホログラムを露光することにより、観察する方向により模様が変化するホログラムを作製
することができる。この方法を用いることによって、模様を変化させる、模様に動きを持
たせる、または、２次元模様を立体視させる等のホログラムを作製することができる。
【００２３】
また、図７、図８、図９で示した３方向に回折するホログラムの作製方法は一例であり、
複数枚のマスターホログラムを用いることにより、多方向に回折するホログラムを作製す
ることができる。
【００２４】
（実施例４）前記実施例の露光量の変化を伴う光学系において、２台のガルバノメーター
スキャナを、図示しない別のガルバノメータースキャナのドライバに接続した図示しない
コンピュータにより、レーザービームを２次元空間に走査させて露光を行うことにより、
異なる線幅の異なる画線、または、１本の画線中に線幅が連続的に変化する画線で構成さ
れた２次元画像のホログラムを作製することができる。
【００２５】
以上、透過型ホログラムの作製方法について説明したが、マスターホログラムと感光材料
の関係を逆にし、前記実施例と同様の作製方法を行うことにより反射型ホログラムの作製
方法となる。
【００２６】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、感光材料上にマスターホログラムを重ね、複数の
レンズと、鏡と、２台のガルバノメータースキャナを用い、感光材料の感光材料塗布面で
焦点を結び、図示しない別のガルバノメータースキャナのドライバにより、ガルバノメー
タースキャナを走査する露光方法にしたので、振動等の外的影響に強く、また、極めて短
時間に、微細でかつ幅変化を持つ画線で構成した画線のホログラムを作製することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　干渉縞記録装置
【図２】　本発明の実施例におけるマスターホログラムにレーザービームが入射した時の
様子を示す図
【図３】　１本の画線の線幅が連続的に変化するホログラムと線幅の異なる画線のホログ
ラム。
【図４】　干渉縞記録装置の光学系中に偏光フィルタを挿入した図
【図５】　干渉縞記録装置の光学系中にマイクロミラーを挿入した図
【図６】　干渉縞記録装置の光学系中に機械的絞り装置またはＬＣＤを挿入した図
【図７】　回折方向の異なるマスターホログラムを観察した状態。
【図８】　回折方向の異なるマスターホログラムにより異なる模様を１枚の感光材料に記
録する方法。
【図９】　回折方向の異なるマスターホログラムにより作製されたホログラムを観察した
状態を示す図。
【符号の説明】
1、 9、 18、 27、 36、 52・・・感光材料
2、 10、 19、 28、 37、 53・・・マスターホログラム
3、 20、 29、 38、 54・・・レーザー光源
4、 5、 22、 23、 30、 32、 39、 42、 55、 56・・・レンズ
6、 7、 24、 25、 33、 34、 43、 44、 57、 58・・・ガルバノメータースキャナ
8、 11、 26、 35、 45、 51・・・レーザービーム
12・・・透過光
13・・・回折光
14・・・干渉縞
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15・・・連続的に線幅の異なるホログラム
16、 17・・・線幅を変化させたホログラム
21・・・偏光フィルタ
31・・・マイクロミラー
40・・・機械的絞り装置
41・・・ＬＣＤ
46・・・参照光
47、 63・・・観察者
48、 49、 50、 59、 60、 61・・・回折方向を限定して作製したマスターホログラム
62・・・参照光
64・・・マスターホログラム 59、 60、 61を用いてそれぞれ異なる模様を記　　  　　録し
たホログラム
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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